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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年８月１１日 ２１時３０分ごろ 

発生場所 高知県土佐清水市足摺
あしずり

岬西方沖 

 臼碆
うすばせ

埼灯台から真方位２４９°２.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４３.０′ 東経１３２°５５.３′） 

事故の概要  漁船第六十八神
しん

洋
よう

丸は、西北西進中、また、漁船第二十一覚
かく

栄
えい

丸

は、東南東進中、両船が衝突した。 

 第二十一覚栄丸は、航海士が負傷し、左舷船尾部船側外板に破口等

を生じて沈没し、また、第六十八神洋丸は、バルバスバウの裂傷等を

生じた。  

事故調査の経過  平成３０年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第六十八神洋丸、３２４トン 

   １３６５１３、有限会社神洋丸 

   ５８.３１ｍ×９.００ｍ×４.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１２年１１月２８日 

Ｂ 漁船 第二十一覚栄丸、１９８トン 

   １２０４３１、住宝丸活魚運搬株式会社 

   ４４.３５ｍ×７.１０ｍ×３.５８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６０３kＷ、昭和５３年１月５日   

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

   三級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成１９年９月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２９年８月２３日 

    免状有効期間満了日 令和４年９月２７日          

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

   四級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成１９年１２月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２９年１２月１９日 

    免状有効期間満了日 令和４年１２月２６日  

  航海士Ｂ ２３歳 
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   五級海技士（航海）（履歴限定） 

      免 許 年 月 日 平成３０年３月７日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成３０年３月７日 

    免状有効期間満了日 令和５年３月６日  

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（航海士Ｂ） 

 損傷 Ａ バルバスバウに裂傷、船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部船側外板に破口等、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：うねり 波向南南東、波高約２ｍ、海流 北東流約３ノット

（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、平成３０年８月１０日０９時

２０分ごろ、愛媛県宇和島市宇和島港に向けて神奈川県三浦市三崎港

を出港した。 

Ａ船は、船長Ａが、１１日１９時３０分ごろ、航海士から船橋当直

を引き継ぎ、約１１kn の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵に

より西南西進した。 

船長Ａは、２０時５０分ごろ、足摺岬の南東沖を通過し、船首方位

を約２７８°（真方位、以下同じ。）に向け、２０時５５分ごろ、左

舷船首の方向にＢ船の右舷灯及び左舷灯（以下「両舷灯」という。）

を認め、レーダーでＢ船との距離が約８Ｍであることを確認した。 

船長Ａは、Ｂ船との距離が約２.７ＭとなってもＢ船との方位変化が

少なかったので、互いに右舷を対して通過しようと思い、船首方位を

約５°左に取り、Ｂ船の両舷灯が見えていたところ、右舷灯しか見え

なくなったことを確認した。 

船長Ａは、Ｂ船と右舷を対して通過できると思って航行を続け、Ｂ

船との距離が至近となったところ、急にＢ船の航海灯が確認できなく

なり、その直後、正船首方に右転して真横になったＢ船の船体を認

め、衝突の危険を感じて機関を中立運転としたものの、２１時３０分

ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ船の船首部がＢ船の船側外板に突き刺さった状態であ

ったので、機関を後進として船体をＢ船から離し、その後、海上保安

庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、１０日１５時０

０分ごろ、和歌山県和歌山下津港に向けて宮崎県延岡
のべおか

市北浦港を出港

した。 

Ｂ船は、航海士Ｂが１１日２０時２０分ごろ、船長Ｂから船橋当直

を引き継ぎ、約１１.５kn の速力で自動操舵により東北東進した。 

航海士Ｂは、２０時５０分ごろ、高知県大月町朴埼
ほうさき

の南西方沖１Ｍ

付近で足摺岬の南方沖１.５Ｍの付近に向けて変針し、船首方位を約１
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０１°とした。 

航海士Ｂは、２１時１０分ごろ、レーダーで正船首方６Ｍ付近にＡ

船の船影を認め、その後、Ａ船との距離が約４.５Ｍとなったところ

で右舷灯及びマスト灯を認めた。 

航海士Ｂは、レーダーのエコートレイルを確認し、Ａ船と約０.５

～１.０Ｍの距離で右舷を対して通過すると思った。 

航海士Ｂは、距離が約２Ｍとなったときに、Ａ船の右舷灯が見えてい

たところ、左舷灯が見えたので、互いに左舷を対して通過しようと思

い、船首方位を約１５°～２０°右に取り、Ａ船が左舷側に変わったこ

とを確認した。 

航海士Ｂは、このままＡ船と左舷を対して通過できると思って航行

を続け、Ａ船との距離が約０.５～１.０Ｍとなったところで、突然、Ａ

船の両舷灯を認め、衝突の危険を感じて右舵一杯としたものの、２１時

３０分ごろ、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、自室で強い衝撃を感じ、甲板に出たところ、Ａ船が左舷

船側部に突き刺さっており、また、機関室の主機過給機付近から出火

していることを確認した。 

その後、船長Ｂは、Ａ船がＢ船から離れたことで機関室へ海水が流

入して火災が鎮火したものの、破口からの浸水によって、船体が左舷

側に傾斜してきたので、沈没するおそれを感じて総員退船することと

し、救命いかだの投下を準備するとともにＡ船に救助を要請した。 

船長Ｂ及び航海士Ｂを含むＢ船の乗組員全員は、２１時３９分ご

ろ、Ｂ船の左舷側に横付けされたＡ船に移乗した。 

Ｂ船は、総員退船後、海水の打ち込み等によって徐々に左舷側への

傾斜が大きくなり、２２時５５分ごろ、船尾から沈没した。 

航海士Ｂは、衝突時の衝撃で、身体を後方に飛ばされ、胸部及び頭部

を強打し、Ａ船が高知県土佐清水港に入港後、救急車で病院に搬送さ

れ、左肋骨
ろっこつ

骨折及び後頭部打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、

付表２ 本事故の経過表、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、足摺岬を通過後、海流が逆流約３kn及び左舷船尾方から

のうねり
．．．

が約２ｍあり、Ａ船の船首が左右に振れていると感じてい

た。 

航海士Ｂは、Ｂ船が順流の海流を受けており、Ｂ船の船首の振れは

ないと感じていたが、Ａ船が逆流の海流及び船尾方向からのうねり
．．．

を

受ける状態なので、Ａ船の少しの船首の振れにより左舷灯が見えたか

もしれないと本事故後に思った。 

船長Ａは、衝突後、Ａ船の船体をＢ船から離すことに躊躇
ちゅうちょ

した

が、電源が喪失した状態のＢ船から早急に乗組員を救助しなければな

らないと思い、探照灯を点灯させて慎重に離脱させた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、足摺岬西方沖において、海流等の外力により圧流されてい

る状況下、西北西進中、船長Ａが、Ｂ船と右舷を対して通過できると

思い、航行を続けていたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ａ船は、２１時００分ごろ（足摺岬変針後）～２１時１８分ごろ

（船首方位を約５°左に取る前）の間、針路約２７１°～２８７°

（対地針路、以下同じ。）で航行しており、偏位量が約１６°あるこ

とから、外力の影響により船首が左右に振れていた可能性があると考

えられる。 

 Ａ船は、２１時２１分ごろ（船首方位を約５°左に取った後）、針

路約２６７°であったものの、その後、２１時２３分ごろ～２１時２

９分ごろの間、針路が約２７８°～２８４°であり、外力の影響によ

り針路が右側に偏位していた可能性があると考えられる。 

（付表３ Ａ船の針路の変化 参照）  

 Ｂ船は、足摺岬西方沖を東南東進中、航海士Ｂが、Ａ船の航海灯の

見え方が左舷灯から両舷灯に変化してＡ船が左転したと判断し、左舷

を対して通過しようと右転したことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

 航海士Ｂは、外力の影響によって船首が左右に振れていた状態のＡ

船の両舷灯を認めたことから、Ａ船が左転したと判断した可能性があ

ると考えられる。 

 Ａ船が衝突後、機関を後進としてＢ船から離脱したことは、破口か

ら海水が入りＢ船の沈没を早めたことが考えられるものの、一方で、

Ｂ船の機関室の火災が鎮火され、また、早期にＢ船の乗組員を救助す

ることにつながった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、足摺岬西方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が

東南東進中、船長Ａが、Ｂ船と右舷を対して通過できると思い、航行を

続け、また、航海士Ｂが、Ａ船が左転したと判断し、左舷を対して通過

しようと右転したため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・避航動作は、相手船が容易に認めることができるように大幅に行

うこと。 

 ・少しでも衝突等の危険を察知した場合は、早期に回避措置をとる

こと。 

 ・他船の動作や意図が理解できない場合は、警告信号を行うこと、
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又はＶＨＦ無線電話で連絡を取り確認すること。 

 ・海流等の外力の影響が大きい海域では、レーダーの捕捉機能等を

使用して他船の動静を観察すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

             

            

 

  

              

 

-
 
6
 - 足摺岬灯台 

太平洋 

臼碆埼灯台 

叶埼灯台 

大月町 

 

① 

 

④ 

 

① 

 

②  

③ 

事故発生場所 
平成３０年８月１１日 
２１時３０分ごろ発生 

 

③ 

× 

高知県 

四国 

太平洋 

朴埼 

 

② 

 
5M

 
5M



- 1 - 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

 船 位※ 
対地速力 

（kn）  

対地針路※ 

（°） 
北緯 

（°－′－″） 

東経 

（°－′－″） 

20:53:21 32-42-32.7 133-01-15.6 10.8  251.6 

20:54:24 32-42-29.7 133-01-02.9 10.4  250.1 

20:55:23 32-42-28.5 133-00-50.8 10.4  265.8 

20:56:23 32-42-28.1 133-00-38.3 11.2  266.8 

20:57:22 32-42-28.6 133-00-25.9 11.2  280.2 

20:58:22 32-42-28.5 133-00-14.2 8.7  266.0 

20:59:22 32-42-28.6 133-00-03.8 9.0  280.0 

21:00:23 32-42-29.5 132-59-53.4 9.6  283.0 

21:01:22 32-42-30.5 132-59-43.6 7.3  278.3 

21:02:51 32-42-32.3 132-59-29.5 8.9  284.3 

21:03:22 32-42-32.9 132-59-24.7 7.8  280.7 

21:04:53 32-42-34.3 132-59-10.4 8.2  284.5 

21:06:22 32-42-35.7 132-58-56.6 7.2  281.2 

21:07:21 32-42-36.5 132-58-47.4 8.1  279.6 

21:08:22 32-42-37.3 132-58-38.0 7.7  272.7 

21:09:53 32-42-38.7 132-58-23.7 7.2  283.8 

21:10:22 32-42-39.1 132-58-19.4 7.2  275.6 

21:11:21 32-42-40.1 132-58-10.3 7.7  287.4 

21:12:22 32-42-40.9 132-58-01.3 7.1  278.3 

21:13:24 32-42-41.9 132-57-51.8 7.3  276.3 

21:14:23 32-42-42.8 132-57-43.1 7.2  285.7 

21:15:24 32-42-44.0 132-57-33.8 7.6  280.3 

21:16:23 32-42-44.9 132-57-24.9 8.0  281.9 

21:17:22 32-42-45.8 132-57-15.8 8.1  271.7 

21:18:52 32-42-47.3 132-57-01.7 8.0 284.4 

21:19:22 32-42-48.0 132-56-57.2 7.7  275.1 

21:20:22 32-42-48.9 132-56-48.1 8.3  284.2 

21:21:22 32-42-50.0 132-56-38.8 8.0  267.2 

21:22:21 32-42-51.3 132-56-29.8 8.4  267.3 

21:23:24 32-42-52.7 132-56-20.3 7.6  284.3 

21:24:21 32-42-54.3 132-56-11.6 8.2  285.9 

21:25:52 32-42-56.6 132-55-57.6 8.2  282.8 

21:26:22 32-42-57.4 132-55-53.0 8.0  288.4 

21:27:23 32-42-58.9 132-55-43.4 8.1  286.2 

21:28:22 32-43-00.4 132-55-34.1 8.3  283.0 

21:29:22 32-43-01.8 132-55-24.4 8.0  278.4 

21:30:22 32-43-01.4 132-55-15.0 6.9  242.4 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位は記録されてお

らず、対地針路は真方位である。 
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付表２ 本事故の経過表 
時刻 

（両船間の距離） 
Ａ   船 Ｂ   船 

付図１上

の概位 

２０時５５分ごろ 

（約８Ｍ） 
（船長Ａ）左舷船首の方向にＢ船

の両舷灯を認めた。 

    

 

 

 ① 

２１時１０分ごろ 

（約６Ｍ） 
 （航海士Ｂ）レーダーで正船首方６Ｍ

付近にＡ船の船影を認めた。 

（約４.５Ｍ）  （航海士Ｂ）Ａ船の右舷灯及びマスト

を認めた。 

レーダーのエコートレイルを確認し、

右舷を対して通過すると思った。 

（約２.７Ｍ） 

 

（船長Ａ）Ｂ船の方位変化が少な

かったので、右舷を対して通過し

ようと思い、船首方位を約５°左

に取り、Ｂ船の右舷灯しか見えな

くなったことを確認した。 

  

 

 

 

② 
２１時２２分ごろ 

（約２Ｍ） 
 

 

 

（船長Ａ）Ｂ船と右舷を対して通

過できると思っていた。 

（航海士Ｂ）Ａ船の右舷灯が見えてい

たところ、左舷灯が見えたので、左舷を

対して通過しようと思い、船首方位を約

１５°～２０°右に取り、Ａ船が左舷

側に変わったことを確認した。 

（約１.０～０.５

Ｍ） 

（航海士Ｂ）このままＡ船と左舷を対し

て通過すると思って航行を続けていた

が、突然、Ａ船の両舷灯を認め、衝突の

危険を感じて右舵一杯とした。 

  

 

 

 ③ 
（至近） （船長Ａ）Ｂ船の航海灯が確認で

きなくなり、船首方に右転したＢ

船の船体を認め、衝突の危険を感

じて機関を中立運転とした。 

 

２１時３０分ごろ Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突  ④ 

 

 

 

 

  

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

220.0

230.0

240.0

250.0

260.0

270.0

280.0

290.0

300.0

針路（ＡＩＳ記録）

約５°左に変針

速力(ＡＩＳ記録） 

足摺岬変針 衝突 

２７８° 

約１６°の偏位 

右側に偏位 
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付表３ Ａ船の針路の変化 
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船側部（本事故発生前に撮影されたもの） 船尾部（本事故発生前に撮影されたもの） 

衝突箇所 

裂傷 
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